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の
れ
ん
の
非
償
却
に
つ
い
て
、作
成
者
、

監
査
人
、利
用
者
か
ら
意
見
聴
取

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会
　
　
計

去
る
２
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
０
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
８
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
及
び

の
れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
」

に
関
し
て
、
財
務
諸
表
作
成
者
、
監

査
人
、
財
務
諸
表
利
用
者
か
ら
意
見

を
聴
取
し
た
。

財
務
諸
表
作
成
者

次
の
財
務
諸
表
作
成
者
が
説
明
を

行
っ
た
。

・
手
塚
史
氏
（
旭
化
成
㈱ 

経
理
・
財

務
部 

部
付 

リ
ー
ド
エ
キ
ス
パ
ー

ト
）

・
岩
本
一
将
氏
（
㈱
串
カ
ツ
田
中
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

執
行
役
員 

管
理
部

長
）

・
久
野
俊
介
氏
（
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱ 

イ
ン
ベ
ス
タ
ー・

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
部
）

⑴　
の
れ
ん
の
非
償
却

の
れ
ん
非
償
却
を
導
入
す
る
会
計

基
準
の
改
正
の
是
非
に
つ
い
て
は
、

説
明
者
全
員
が
反
対
と
回
答
し
た
。

「
将
来
の
収
益
力
に
対
す
る
期
待
を

表
す
の
れ
ん
に
つ
い
て
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
そ
の
期
待
が
事
実
と
し

て
確
定
す
る
た
め
、
そ
の
価
値
は
減

少
し
て
い
く
の
で
、償
却
が
合
理
的
」

（
手
塚
氏
）、「
毎
期
の
の
れ
ん
の
減

損
テ
ス
ト
は
作
成
者
、
監
査
人
に
相

当
の
負
荷
が
か
か
り
、
Ｐ
Ｐ
Ａ
も
実

務
負
荷
が
大
き
い
」（
久
野
氏
）
と

の
説
明
が
さ
れ
た
。

ま
た
、
の
れ
ん
の
償
却
と
非
償
却

の
選
択
に
つ
い
て
は
「
非
償
却
を
選

択
し
た
企
業
の
業
績
が
よ
く
見
え
る

の
は
問
題
」（
岩
本
氏
）、「
日
本
基

準
を
適
用
す
る
上
場
企
業
間
の
財
務

報
告
の
比
較
可
能
性
を
担
保
で
き
な

い
お
そ
れ
」（
久
野
氏
）
と
反
対
意

見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

の
れ
ん
の
非
償
却
に
お
け
る
問
題

点
に
つ
い
て
は
、「
巨
額
の
減
損
リ

ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
と
、
事
務
負
担

が
増
大
す
る
の
が
問
題
」（
岩
本
氏
）

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
適
用
と

非
償
却

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
を
適
用
す
る

こ
と
に
よ
り
非
償
却
と
す
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
の

れ
ん
非
償
却
の
た
め
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に

移
行
す
る
の
は
費
用
対
効
果
が
合
わ

な
い
企
業
が
多
い
の
で
は
」（
岩
本

氏
）
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑶　
の
れ
ん
の
非
償
却
を
導
入
す
る

場
合
の
負
担

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
企
業
か
ら
み

た
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
の
負
担

に
つ
い
て
、「
減
損
テ
ス
ト
が
相
当
の

実
務
負
荷
と
な
る
。
決
算
作
業
に
お

け
る
時
間
的
制
約
も
あ
り
、
正
確
な

減
損
テ
ス
ト
を
毎
期
実
施
で
き
な
い

懸
念
」（
久
野
氏
）と
説
明
が
さ
れ
た
。

⑷　
の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分

の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分
の
変

更
に
つ
い
て
は
、「
販
売
費
及
び
一

般
管
理
費
に
計
上
し
た
う
え
で
の
れ

ん
償
却
前
営
業
利
益
お
よ
び
の
れ
ん

償
却
費
を
表
示
す
る
案
は
、
低
コ
ス

ト
で
対
応
で
き
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

企
業
の
要
望
に
応
え
ら
れ
る
の
で
支

持
」（
手
塚
氏
）、「
現
行
処
理
を
継

続
適
用
す
べ
き
」（
久
野
氏
）
と
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑸　
委
員
と
の
質
疑
応
答

委
員
か
ら
、「
Ｍ
＆
Ａ
に
お
い
て
、

の
れ
ん
の
償
却
・
非
償
却
に
よ
る
影

響
が
あ
る
か
」
と
の
質
問
に
、
説
明

者
全
員
か
ら
、
影
響
は
な
い
旨
回
答

が
あ
っ
た
。

監
査
人

中
堅
・
中
小
規
模
の
監
査
法
人
と

し
て
、
次
の
監
査
人
が
仮
に
の
れ
ん

の
非
償
却
を
導
入
す
る
場
合
の
監
査

実
務
へ
の
影
響
に
つ
い
て
説
明
を

行
っ
た
。

・
森
脇
毅
氏（
監
査
法
人
Ａ
＆
Ａ
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ 

パ
ー
ト
ナ
ー
）

・
奥
村
俊
樹
氏
（
監
査
法
人
ア
ヴ
ァ

ン
テ
ィ
ア 

パ
ー
ト
ナ
ー
）

⑴　
減
損
テ
ス
ト
の
取
扱
い
の
変
更

に
お
け
る
監
査
工
数
の
増
加
の
見

込
み
や
監
査
上
の
懸
念

「
監
査
法
人
側
の
監
査
工
数
お
よ

び
企
業
側
の
監
査
対
応
工
数
と
も
に

構
造
的
な
増
加
が
想
定
さ
れ
る
。
特

に
経
営
リ
ソ
ー
ス
が
潤
沢
で
は
な
い

企
業
で
も
対
応
可
能
と
な
る
よ
う
十

分
な
準
備
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
望

ま
し
い
」（
奥
村
氏
）、「
監
査
工
数

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
」（
森
脇
氏
）

と
説
明
さ
れ
た
。

⑵　
取
得
原
価
の
配
分（
Ｐ
Ｐ
Ａ
）の

精
緻
化
に
伴
う
監
査
工
数
の
増
加

の
見
込
み
や
監
査
上
の
懸
念

「
Ｐ
Ｐ
Ａ
に
関
し
て
は
、
現
行
の

日
本
基
準
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
て

お
り
、
実
務
上
も
定
着
し
て
い
る
た

め
、
大
幅
な
工
数
増
加
は
想
定
さ
れ

な
い
」（
奥
村
氏
）、「
無
形
資
産
の

識
別
、
測
定
に
お
い
て
工
数
の
増
加

が
見
込
ま
れ
る
」（
森
脇
氏
）
と
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑶　
そ
の
他
監
査
実
務
へ
の
影
響

「
企
業
・
監
査
法
人
に
お
け
る
人

財
の
確
保
・
育
成
が
必
要
」（
奥
村

氏
）、「
外
部
専
門
家
の
利
用
や
対
応

で
き
る
リ
ソ
ー
ス
の
確
保
、
開
示
へ

の
対
応
に
よ
る
工
数
増
加
が
考
え
ら

れ
る
」（
森
脇
氏
）
と
説
明
さ
れ
た
。

⑷　
委
員
と
の
質
疑
応
答

委
員
か
ら
の
「
非
償
却
を
導
入
す

る
場
合
に
一
番
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
に

な
る
も
の
は
何
か
」
と
の
質
問
に
、

「
減
損
テ
ス
ト
の
工
数
増
加
に
よ
る

リ
ソ
ー
ス
と
、
専
門
性
が
高
く
な
る

こ
と
へ
の
質
の
確
保
」（
奥
村
氏
）、

「
減
損
テ
ス
ト
の
ベ
ー
ス
と
な
る
事

業
計
画
の
策
定
」（
森
脇
氏
）
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

財
務
諸
表
利
用
者

の
れ
ん
の
「
償
却
＋
減
損
」
の
会

計
処
理
と
、「
減
損
の
み
」
の
会
計

処
理
の
違
い
に
起
因
す
る
債
務
者
企

業
の
財
務
諸
表
等
の
違
い
に
よ
る
銀

行
の
債
務
者
区
分
や
与
信
判
断
実
務

へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
全
国
銀
行
協

会
が
会
員
銀
行
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た

結
果
が
説
明
さ
れ
た
。

内
部
格
付
の
基
礎
と
な
る
定
量
格

付
に
は
会
計
処
理
の
違
い
が
影
響
し
得

る
も
の
の
、
そ
の
他
は
特
段
の
影
響
は

生
じ
な
い
と
の
回
答
が
紹
介
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
質
問
は
出
さ
れ
な
か
っ

た
。
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自
由
と
い
う
概
念

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

言
葉
は
、
抽
象
的
で
あ
る
ほ
ど
、

そ
の
意
味
に
つ
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

「
自
由
」
と
い
う
言
葉
も
抽
象
的
で

す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
含
ま
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
頃
ま
で
、「
自
由
」
と
い

う
言
葉
は
、「
わ
が
ま
ま
」、「
勝
手
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

【
徒
然
草　
第
60
段
】

こ
の
僧
都
、（
略
）
世
を
軽
く
思

ひ
た
る
曲
者
に
て
、万
自
由
に
し
て
、

大
方
、
人
に
従
ふ
と
い
ふ
事
な
し
。

（
こ
の
僧
都
は
、（
略
）
世
間
の
流

儀
に
従
わ
な
い
曲
者
で
、
勝
手
わ
が

ま
ま
、
そ
も
そ
も
人
に
従
う
こ
と
が

な
い
）

こ
の
「
自
由
」
と
い
う
言
葉

を
、
西
洋
のLiberty 

（
あ
る
い
は

Freedom
）
と
い
う
概
念
に
使
っ
た

の
が
福
沢
諭
吉
で
す
。

【
中
津
留
別
の
書
】

古
来
、
支
那
・
日
本
人
の
あ
ま

り
心
付
か
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
人

間
の
天
性
に
自
主
・
自
由
と
い
う
道

あ
り
。
ひ
と
口
に
自
由
と
い
え
ば
我

儘
（
わ
が
ま
ま
）
の
よ
う
に
聞
こ
ゆ

れ
ど
も
、決
し
て
然
（
し
か
）
ら
ず
。

自
由
と
は
、他
人
の
妨
（
さ
ま
た
げ
）

を
な
さ
ず
し
て
我
が
心
の
ま
ま
に
事

を
行
う
の
義
な
り
。

【
学
問
の
す
ゝ
め　
初
編
】

自
由
と
我
儘
と
の
界
（
さ
か
い
）

は
、
他
人
の
妨
を
為
す
と
為
さ
ゞ
る

と
の
間
に
あ
り
。

福
沢
諭
吉
が
紹
介
し
た
西
洋
の「
自

由
」
の
概
念
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
定
め
ら
れ
た
日
本
国
憲
法
に「
基

本
的
人
権
」
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
。

【
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
主
な
自
由
】

「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
（
19
条
）」

「
信
教
の
自
由
（
20
条
）」

「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版

そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
（
21

条
）」

「
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自

由
（
22
条
①
）」

「
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離

脱
す
る
自
由
（
22
条
②
）」

「
学
問
の
自
由
（
23
条
）」

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
自
由
」
は
、

福
沢
諭
吉
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
他
人

に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
、
自
分
の

心
の
ま
ま
に
考
え
、
行
動
で
き
る
こ

と
」
を
意
味
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
刑
法
」
と
い
う
法
律

に
は
犯
罪
と
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、「
刑
法
は
、
自
由

の
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
を

制
限
す
る
法
律
な
の
で
は
？
」
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

に
政
府
を
批
判
す
る
投
稿
を
し
て
も

処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
、
処
罰
の
根
拠
と
な
る

法
律
が
な
い
か
ら
で
す
。

近
代
の
刑
法
が
生
ま
れ
る
ま
で
、

権
力
者
が
独
断
で
処
罰
し
て
い
た
時
代

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の

反
省
か
ら
、
１
７
８
９
年
の
フ
ラ
ン
ス

人
権
宣
言
に
お
い
て
「
何
が
犯
罪
に
な

る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
明
確
に

決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
原
則
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
原
則
は
「
罪
刑
法
定
主
義
」

と
呼
ば
れ
、
近
代
刑
法
の
基
本
原
則

と
な
っ
て
い
ま
す
。
刑
法
を
含
む
刑
罰

法
規
も
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に

基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
「
何
が
犯
罪

に
な
る
の
か
」、「
ど
の
よ
う
な
刑
罰

が
科
さ
れ
る
の
か
」
の
枠
組
み
を
示

す
た
め
に
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　
逆
に
い
え
ば
、
刑
法
な
ど
は
、「
何

が
犯
罪
に
な
ら
な
い
か
」
を
明
示
し
て

い
る
と
も
い
え
ま
す
。

「
法
律
に
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

少
な
く
と
も
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
」
と
い
う
意
味
で
、
刑
法
も
自
由
を

保
障
す
る
法
律
と
い
え
る
の
で
す
。

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
実
務
対
応

報
告
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
月
24
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
１
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
実
務

対
応
報
告

第
５
６
９
回
親
委
員
会
（
２
０
２
６

年
３
月
１
日
号
（
№
１
７
６
９
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）に
引
き
続
き
、

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
72
号
「
防

衛
特
別
法
人
税
の
会
計
処
理
及
び
開

示
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
（
案
）」

の
文
案
が
示
さ
れ
審
議
さ
れ
た
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公
表
議

決
さ
れ
た
（
２
月
27
日
、
実
務
対
応

報
告
48
号
と
し
て
公
表
。https://

w
w

w
.asb-j.jp/jp/practical_

solution/y2026/2026-0227.
htm

l

）。

譲
受
人
が
Ｓ
Ｐ
Ｃ
で
あ
る
場
合
の

金
融
資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化

第
５
６
９
回
親
委
員
会（
２
０
２
６

年
３
月
１
日
号
（
№
１
７
６
９
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
譲
受
人
が
特
別
目
的
会
社
（
Ｓ

Ｐ
Ｃ
）
で
あ
る
場
合
の
金
融
資
産
の

消
滅
範
囲
の
明
確
化
に
関
す
る
、
金

融
商
品
会
計
基
準
、
金
融
商
品
実
務

指
針
、
連
結
会
計
基
準
の
改
正
案
の

文
案
が
示
さ
れ
審
議
が
行
わ
れ
た
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公
開
草

案
が
公
表
議
決
さ
れ
た
（
２
月
27
日
、

企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
97
号
「
金

融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」

等
と
し
て
公
表
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は

３
月
31
日
。https://w

w
w

.asb-j.
jp/jp/project/exposure_draft/
y2026/2026-0227.htm

l

）。

金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測
定
の

見
直
し
の
着
手

第
２
５
０
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
６
年
３
月
10
日
号
（
№

１
７
７
０
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
商
品
の
分

類
お
よ
び
測
定
の
見
直
し
の
着
手
お

よ
び
基
準
開
発
の
進
め
方
に
つ
い
て

次
の
事
務
局
案
が
示
さ
れ
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。

⑴　
金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測
定

の
見
直
し
に
着
手
す
る
必
要
性

中
期
運
営
方
針
に
お
け
る
日
本
基

準
を
国
際
的
に
整
合
性
が
あ
る
も
の

と
す
る
方
針
の
観
点
お
よ
び
減
損
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
結
さ
せ
る
観
点
か

ら
、
金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測
定

の
見
直
し
に
着
手
す
る
。
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温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
開
示
に
対
す
る

改
正
案
、次
回
に
も
公
表
議
決
へ

─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

⑵　
基
準
開
発
の
進
め
方

基
準
開
発
の
進
め
方
に
つ
い
て
、

次
の
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

①　
フ
ェ
ー
ズ
１

着
手
後
、
ま
ず
減
損
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
残
課
題
で
あ
る
予
想
信
用
損
失
モ

デ
ル
の
適
用
範
囲
と
関
連
す
る
領
域

を
フ
ェ
ー
ズ
１
と
し
て
優
先
し
て
基
準

開
発
を
進
め
る
。
主
な
検
討
項
目
と

し
て
は
、
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。 

ⅰ　
分
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｓ
Ｐ
Ｐ

Ｉ
要
件
お
よ
び
事
業
モ
デ
ル
に
基

づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
か

ど
う
か
、
負
債
性
金
融
商
品
と
資

本
性
金
融
商
品
と
の
区
分
） 

ⅱ　
実
効
金
利
法
に
よ
る
償
却
原
価

で
測
定
す
る
金
融
資
産
の
範
囲（
予

想
信
用
損
失
モ
デ
ル
を
適
用
す
る

金
融
資
産
の
範
囲
）

ⅲ　
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

ⅳ　
公
正
価
値
オ
プ
シ
ョ
ン

フ
ェ
ー
ズ
１
で
対
象
と
す
る
金
融

資
産
に
係
る
適
用
時
期
に
関
し
て

は
、
減
損
に
関
す
る
公
開
草
案
が
最

終
化
さ
れ
る
時
期
と
の
関
係
を
慎
重

に
検
討
し
つ
つ
、
早
期
適
用
に
つ
い

て
も
合
わ
せ
て
検
討
を
行
う
。

②　
フ
ェ
ー
ズ
２

前
記
①
以
外
の
領
域
（
例
：
株

式
）
に
つ
い
て
は
、
予
想
信
用
損
失

モ
デ
ル
の
適
用
範
囲
と
関
連
す
る
領

域
に
関
す
る
検
討
が
一
巡
し
て
か
ら
、

フ
ェ
ー
ズ
２
と
し
て
検
討
を
開
始
す

る
。
そ
の
際
に
は
、
利
害
関
係
者
の

意
見
を
聴
取
し
つ
つ
、
十
分
な
分
析

を
行
っ
た
う
え
で
慎
重
に
対
応
す
る
。

③　
検
討
の
進
め
方

基
準
開
発
に
お
い
て
は
、
次
に

従
っ
て
検
討
を
進
め
る
。

ⅰ　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
分
類
お

よ
び
測
定
の
定
め
を
導
入
し
た
場

合
の
影
響
に
つ
い
て
分
析
を
進
め

つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
米
国
会
計

基
準
の
定
め
を
参
考
に
検
討
す
る
。 

ⅱ　
日
本
基
準
で
こ
れ
ま
で
重
視
し

て
き
た
考
え
方
や
国
際
的
に
意
見

発
信
し
て
き
た
内
容
（
例
：
事
業

投
資
と
金
融
投
資
の
区
分
、
リ
サ

イ
ク
リ
ン
グ
、
組
込
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
区
分
処
理
）
に
照
ら
し
て
、

整
理
を
行
う
。

④　
そ
の
他

金
融
商
品
と
保
険
契
約
全
般
の
両

会
計
基
準
の
開
発
に
関
す
る
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
策
定
す
る
。

＊

委
員
か
ら
は
進
め
方
に
つ
い
て
お

お
よ
そ
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

去
る
２
月
25
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

64
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
６
年
３
月
１
日

号
（
№
１
７
６
９
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ｂ
公
開
草
案
「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

の
開
示
に
対
す
る
修
正
―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
案
」
に
対
応
す
る
気

候
関
連
開
示
基
準
の
改
正
に
つ
い
て

審
議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
は
、「
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
の
開
示
に
対
す
る
改
正
」
を
公
表

す
る
に
あ
た
り
、
次
の
項
目
で
構
成

さ
れ
る
「
公
表
に
あ
た
っ
て
」
の
文

案
を
示
し
た
。

・
改
正
に
あ
た
っ
て
の
方
針

・
本
基
準
の
主
な
改
正
内
容

・
適
用
時
期
等

・
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
初
め
て
の
改
正

に
あ
た
っ
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る

変
更

・
改
正
基
準
公
表
後
の
対
応

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

＊

次
回
（
３
月
10
日
開
催
予
定
）、

公
表
議
決
を
行
う
予
定
。

虚偽表示の評価

虚偽表示とは、報告される財務諸表項目の金額、分類、
表示または注記事項と、適用される財務報告の枠組みに
準拠した場合に要求される財務諸表項目の金額、分類、表
示または注記事項との間の差異をいう。虚偽表示は、①財
務諸表の基礎となるデータの収集または処理上の誤り、
②金額または注記事項の脱漏、③事実の見落としまたは
明らかな誤解から生じる会計上の見積りの誤り、④監査
人が合理的でないと考える会計上の見積りまたは監査人
が不適切と考える会計方針の選択および適用に関する経
営者の判断、等により生ずることがある。

監査人は、明らかに僅少なものを除き、監査の過程で識
別した虚偽表示を集計しなければならない。また、監査人
は、監査の過程で集計したすべての虚偽表示について、適
切な階層の経営者（虚偽表示を評価し、必要な措置を講ず
る責任と権限を有する者）に適時に報告し、これらの虚偽
表示を修正するよう経営者に求めなければならない。

不正リスク要因の検討

不正リスク要因とは、不正を実行する動機やプレッ
シャーの存在を示す事象や状況、不正を実行する機会を
与える事象や状況、または不正行為に対する姿勢や不正
行為を正当化する状況をいう。

監査人は、不正を実行する動機やプレッシャーの存在
を示したり、または不正を実行する機会を与えたりする事
象や状況の存在を識別する場合がある。不正リスク要因
の重要度はさまざまであり、重要度により序列をつけるこ
とは容易ではない。

監査人は、実施したその他のリスク評価手続とこれに関
連する活動により入手した情報が、不正リスク要因の存在
を示しているかどうかを検討しなければならない。不正リ
スク要因の存在は、必ずしも不正が行われていることを示
すわけではないが、不正が発生した状況においては、不正
リスク要因が存在していることが多く、重要な虚偽表示リ
スクを示すことがある。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
2月26日

「現在開発中のサステナ
ビリティ開示基準に関す
る今後の計画」の改訂

SSBJ

2026年2月26日現在の、SSBJが開発中（開発予定を含む）のサステナビリティ開示基
準に関する検討状況および今後の計画をまとめたもの。前回からの主な変更点として、
昨年12月に「温室効果ガス排出の開示に対する改正案」として公表した、「サステナビリ
ティ開示基準の適用」、「一般開示基準」、「気候関連開示基準」の改正の公開草案につい
て、2026年3月の最終化目標が明記されている。この改正案では、ISSBの公開草案と
整合的な内容となるよう、ファイナンスド・エミッションがスコープ３カテゴリー15
の全部または一部を構成するものであることを明確にする等の改正が行われている。
https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/2026_0226.pdf　

米
・イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
イ
ラ
ン
攻
撃

激
化
が
市
場
に
与
え
る
影
響

金
　
　
融

株
式
市
場
を
襲
っ
た「
地
政
学
的
リ
ス

ク
」

証
　
　
券

２
月
28
日
、
米
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル

は
共
同
軍
事
作
戦
を
開
始
し
、
イ
ラ

ン
各
地
の
軍
事
施
設
や
指
導
部
拠
点

を
空
爆
し
た
。
最
高
指
導
者
ア
リ
・

ハ
メ
ネ
イ
師
を
含
む
要
人
の
死
亡
が

報
じ
ら
れ
、
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は

核
能
力
の
無
力
化
と
政
権
打
倒
を
目

的
と
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
イ
ラ
ン

は
報
復
を
宣
言
し
、
中
東
情
勢
は
一

段
と
不
安
定
化
し
て
い
る
。
た
だ

し
中
東
情
勢
の
緊
張
は
以
前
か
ら
高

ま
っ
て
お
り
、
市
場
は
一
定
程
度
織

り
込
み
つ
つ
あ
っ
た
リ
ス
ク
で
も
あ

る
。
今
回
そ
れ
が
現
実
と
な
り
、
安

全
資
産
で
あ
る
米
国
債
や
金
へ
の
資

金
シ
フ
ト
を
強
め
る
材
料
が
１
つ
加

わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
軍
事
衝
突
が
発
生
す
る
直

前
ま
で
、
市
場
で
は
デ
ィ
ス
イ
ン
フ

レ
傾
向
の
継
続
や
利
下
げ
観
測
を
背

景
に
、
長
期
金
利
の
上
昇
に
一
服
感

が
出
て
い
た
。
し
か
し
今
後
は
、
ま

ず
安
全
資
産
需
要
を
通
じ
て
米
長
期

金
利
上
昇
に
歯
止
め
が
掛
か
り
や
す

い
。
一
方
、
衝
突
が
長
期
化
す
れ
ば

様
相
は
変
わ
る
。
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
は

世
界
の
原
油
輸
送
量
の
約
２
割
が
通

過
す
る
要
衝
で
あ
り
、
封
鎖
や
輸
送

制
限
が
現
実
味
を
帯
び
れ
ば
、
原
油

日
経
平
均
は
２
月
の
月
間
上
昇
率

が
10
％
を
超
え
た
。
２
月
26
日
に
は

５
９
、０
０
０
円
を
超
え
る
局
面
も

あ
っ
た
が
、
月
末
の
数
日
間
の
終

値
は
５
８
、０
０
０
円
台
半
ば
と
な

り
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
高
値
警
戒
感

が
生
じ
て
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
一

方
、
米
国
市
場
は
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
、
Ｓ
＆

Ｐ
５
０
０
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の
主
要
指

数
が
２
月
は
揃
っ
て
月
間
上
昇
率
が

微
増
、
微
減
と
な
り
、
高
値
警
戒
感

が
付
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
。ま

た
、
そ
の
他
の
主
要
国
市
場
の

株
価
指
数
は
、
２
月
の
月
間
上
昇
率

が
２
～
６
％
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が

多
く
、順
調
に
推
移
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
世
界
の
株
式
市
場
が

穏
や
か
な
２
月
を
過
ご
し
た
直
後
、

市
場
を
地
政
学
的
リ
ス
ク
が
襲
っ

た
。
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
イ
ラ
ン

の
核
施
設
を
は
じ
め
重
要
な
軍
事
施

設
に
猛
攻
撃
を
開
始
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
際
に
宗
教
国
家
イ
ラ
ン
の

最
高
指
導
者
ア
リ
・
ハ
メ
ネ
イ
師
と

軍
事
部
門
の
ト
ッ
プ
を
殺
害
し
た
。

大
国
同
士
の
対
立
の
歴
史
に
も
、
例

の
な
い
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
石
油

産
出
大
国
イ
ラ
ン
の
異
変
は
世
界
の

価
格
は
１
バ
レ
ル
＝
１
０
０
ド
ル
を

超
え
る
水
準
で
推
移
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
原
油
価
格
が
上
昇
し
そ
れ
が

持
続
す
れ
ば
、
米
消
費
者
物
価
指
数

を
押
し
上
げ
る
要
因
と
な
り
得
る
。

そ
う
な
れ
ば
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
の
流

れ
に
歯
止
め
が
掛
か
り
、
期
待
イ
ン

フ
レ
率
の
上
昇
を
通
じ
て
長
期
金
利

が
再
び
上
向
く
展
開
も
想
定
さ
れ

る
。も

っ
と
も
、
米
連
邦
準
備
制
度
理

事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
が
軍
事
行
動
そ
の

も
の
を
理
由
に
政
策
を
変
更
す
る
わ

け
で
は
な
い
。焦
点
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
の
上
昇
が
コ
ア
物
価
や
賃
金
に

波
及
す
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
仮
に

波
及
が
限
定
的
で
あ
れ
ば
一
時
的

シ
ョ
ッ
ク
と
し
て
整
理
さ
れ
る
可
能

性
が
高
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
価
格
へ
転

嫁
が
広
が
れ
ば
、
利
下
げ
開
始
時
期

の
後
ず
れ
や
政
策
金
利
の
高
止
ま
り

が
意
識
さ
れ
よ
う
。

成
長
減
速
と
物
価
再
加
速
が
同
時

に
進
む
局
面
と
な
れ
ば
、
ス
タ
グ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
リ
ス
ク
を
市
場
が

意
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
目
先
の
金

利
低
下
と
中
期
的
な
金
利
上
昇
と
い

う
二
面
性
を
は
ら
ん
だ
相
場
展
開
と

な
り
そ
う
だ
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
を
直
撃
し
、
各
国

の
政
治
・
経
済
を
揺
る
が
す
だ
ろ
う
。

問
題
は
攻
撃
が
い
つ
ま
で
、
ど
こ
ま

で
続
く
か
で
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
攻
撃
の
目

標
は
イ
ラ
ン
の
政
権
交
代
だ
と
い

い
、
イ
ラ
ン
攻
撃
は
４
週
間
続
く
と

明
言
し
た
。
そ
の
間
に
イ
ラ
ン
の
政

権
交
代
を
実
現
さ
せ
る
と
考
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
カ
ギ
は
、
イ
ラ

ン
革
命
防
衛
隊
の
戦
闘
能
力
、
イ
ラ

ン
国
民
の
政
権
掌
握
を
目
指
す
政
治

行
動
な
ど
が
握
っ
て
い
る
。

事
態
の
展
開
に
よ
っ
て
は
、
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
の
意
に
反
し
て
、
戦
闘

が
長
引
き
米
国
の
政
治
や
経
済
に
予

想
外
の
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
懸
念
が

あ
る
。
政
治
的
に
は
大
統
領
へ
の
批

判
、
反
対
運
動
の
高
ま
り
で
社
会
的

不
安
が
高
ま
り
、
経
済
的
に
は
イ
ン

フ
レ
再
燃
、
金
利
上
昇
に
よ
る
国
民

の
生
活
苦
の
強
ま
り
、
企
業
収
益
の

悪
化
な
ど
、
連
鎖
反
応
的
に
発
生
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
を
始
め
、

多
く
の
国
が
米
国
と
同
様
な
事
態
に

見
舞
わ
れ
る
心
配
が
あ
る
。
イ
ラ
ン

情
勢
の
変
化
に
は
些
細
な
こ
と
に
も

凝
視
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。


